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秋田県建設コンサルタント業務等条件付き一般競争入札の参加要件標準 新旧対照表 
新 旧 
 

秋田県建設コンサルタント業務等条件付き一般競争入札の参加要件標準 
                                                      （平成２０年３月１７日建管－２４６０） 

 
第１章 略 
 
第２章 建築関係建設コンサルタント業務 

２－１ 参加要件 
  略 
（１） 略 
 
（２）標準要件（表２－２） 

要 件 
業務区分 

業務Ａ 業務Ｂ 業務Ｃ 業務Ｄ 業務Ｅ 

地域 地域要件 ブロック 県内に主たる営業所 

実績 

(注1) 

会社 － 

管理技術者 
（必要に応じて） 

同種類似業務の実績 
同種類似業務の実績 

配置 

予定 

技術 

者の 

資格 

管理技術者 一級建築士(注7) 

主任技

術者 

建築 － 一級建築士 

構造 － 構造建築士等 

電気 － 設備士等(注9) 

機械 － 設備士等 

担当技

術者 

(注10) 

建築 （必要に応じて）一級建築士 一級建築士 

構造 （必要に応じて）構造建築士等(注8) 構造建築士等 

電気 （必要に応じて）設備士等 設備士等 

機械 （必要に応じて）設備士等 設備士等 

能力評価(注2) 
55点未満(注3) 

35点以上 

55点未満 
55点以上 

共同企業体結成要件 
－ 

2者JVも可 

(注11) 

2者JVも可 

(注11) 
2者JV以上 3者JV以上 

 代表者 
－ 

35点以上 

55点未満 

55点以上 

(注4) 
55点以上 

構成員 － 55点未満 55点未満 35点以上（注14） 

 

 

秋田県建設コンサルタント業務等条件付き一般競争入札の参加要件標準 
                                                      （平成２０年３月１７日建管－２４６０） 

 
第１章 略 
 
第２章 略 
２－１ 参加要件 

  略 

（１） 略 

 

（２） 標準要件（表２－２） 

要 件 
業務区分 

業務Ａ 業務Ｂ 業務Ｃ 業務Ｄ 業務Ｅ 

地域 地域要件 ブロック 県内に主たる営業所 

実績 

(注1) 

会社 － 

管理技術者 
（必要に応じて） 

同種類似業務の実績 
同種類似業務の実績 

配置 

予定 

技術 

者の 

資格 

管理技術者 一級建築士(注7) 

主任技

術者 

建築 － 一級建築士 

構造 － 構造建築士等 

電気 － 設備士等(注9) 

機械 － 設備士等 

担当技

術者 

(注10) 

建築 （必要に応じて）一級建築士 一級建築士 

構造 
（必要に応じて） 

構造建築士等(注8) 
構造建築士等 

電気 （必要に応じて）設備士等 設備士等 

機械 （必要に応じて）設備士等 設備士等 

能力評価(注2) 
55点未満(注3) 

35点以上 

55点未満 
55点以上 

共同企業体結成要件 
－ 

2者JVも可 

(注11) 

2者JVも可 

(注11) 
2者JV以上 3者JV以上 

 代表者 
－ 

35点以上 

55点未満 

55点以上 

(注4) 
55点以上 

構成員 － 55点未満 55点未満 35点以上（注14） 
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要 件 

業務区分 

業務Ｆ 

(注13) 

業務Ｇ 

(注13) 

業務Ｈ 

(注13) 
業務Ｉ 業務Ｊ 業務Ｋ 

地域 地域要件 ブロック 県内に主たる営業所 

実績 

(注1) 

会社 － 

管理技術者 (必要に応じて)同種類似業務の実績 
指定する耐震診

断講習の受講者 
同種類似業務の実績 

配置 

予定 

技術 

者の 

資格 

管理技術者 
対象建築物が建築士法で求められる建

築士の資格(注12) 
一級建築士 

主任 

技術者 

建築 － 
(必要に応じて)

一級建築士 
－ 

(必要に応じて)

一級建築士 
一級建築士 

構造 － 
(必要に応じて)

構造建築士等 
－ 

(必要に応じて)

構造建築士等 
構造建築士等 

電気 － 
(必要に応じて)

設備士等 
－ 

(必要に応じて)

設備士等 
設備士等 

機械 － 
(必要に応じて)

設備士等 
－ 

(必要に応じて)

設備士等 
設備士等 

担当 

技術者

(注10) 

建築 － (必要に応じて)一級建築士 － 一級建築士 

構造 － (必要に応じて)構造建築士等 － 構造建築士等 

電気 － (必要に応じて)設備士等 － 設備士等 

機械 － (必要に応じて)設備士等 － 設備士等 

能力評価(注2) 
55点未満 

(注3) 

35点以上 

55点未満 
55点以上 35点以上 

設計業務と 

同等能力 

共同企業体結成要件 － 
2者JVも可 

(注11) 
(注5) － (注6) 

 
代表者 － 

35点以上 

55点未満 
(注5) － (注6) 

構成員 － 55点未満 (注5) － (注6) 

注１） 同種類似業務の実績は、民間から受注した業務を含むものとする。 

注２） 営繕工事設計者業務執行能力評価要領（平成 23年 1月 21日営第 699 号）の規定に基づく能力評価点をいう。 

注３） 高度な設計を求めるなどの必要がある場合は、５５点以上の設計者に発注することができる。 

注４） ３５点以上５５点未満の者どうしによるＪＶも可とする。 

注５） 建築物の新築の設計業務の予定価格区分に準ずるものとする。 

注６） 業務内容により単独発注することができる。 

注７） 「一級建築士」とは、一級建築士の資格を取得後に５年以上の実務経験を有する者をいう。 

注８） 「構造建築士等」とは、一級建築士の資格を取得後に５年以上の実務経験を有する者又は構造設計一級建築

 

要 件 

業務区分 

業務Ｆ 

(注13) 

業務Ｇ 

(注13) 

業務Ｈ 

(注13) 
業務Ｉ 業務Ｊ 業務Ｋ 

地域 地域要件 ブロック 県内に主たる営業所 

実績 

(注1) 

会社 － 

管理技術者 (必要に応じて)同種類似業務の実績 
指定する耐震診

断講習の受講者 
同種類似業務の実績 

配置 

予定 

技術 

者の 

資格 

管理技術者 
対象建築物が建築士法で求められる建

築士の資格(注12) 
一級建築士 

主任 

技術者 

建築 － 
(必要に応じて)

一級建築士 
－ 

(必要に応じて)

一級建築士 
一級建築士 

構造 － 
(必要に応じて)

構造建築士等 
－ 

(必要に応じて)

構造建築士等 
構造建築士等 

電気 － 
(必要に応じて)

設備士等 
－ 

(必要に応じて)

設備士等 
設備士等 

機械 － 
(必要に応じて)

設備士等 
－ 

(必要に応じて)

設備士等 
設備士等 

担当 

技術者

(注10) 

建築 － (必要に応じて)一級建築士 － 一級建築士 

構造 － (必要に応じて)構造建築士等 － 構造建築士等 

電気 － (必要に応じて)設備士等 － 設備士等 

機械 － (必要に応じて)設備士等 － 設備士等 

能力評価(注2) 
55点未満 

(注3) 

35点以上 

55点未満 
55点以上 35点以上 

設計業務と 

同等能力 

共同企業体結成要件 － 
2者JVも可 

(注11) 
(注5) － (注6) 

 
代表者 － 

35点以上 

55点未満 
(注5) － (注6) 

構成員 － 55点未満 (注5) － (注6) 

注１） 同種類似業務の実績は、民間から受注した業務を含むものとする。 

注２） 営繕工事設計者業務執行能力評価要領（平成 23 年 1 月 21日営第 699 号）の規定に基づく能力評価点をいう。 

注３） 高度な設計を求めるなどの必要がある場合は、５５点以上の設計者に発注することができる。 

注４） ３５点以上５５点未満の者どうしによるＪＶも可とする。 

注５） 建築物の新築の設計業務の予定価格区分に準ずるものとする。 

注６） 業務内容により単独発注することができる。 

注７） 「一級建築士」とは、一級建築士の資格を取得後に５年以上の実務経験を有する者をいう。 

注８） 「構造建築士等」とは、一級建築士の資格を取得後に５年以上の実務経験を有する者又は構造設計一級建築
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新 旧 
士の資格を有する者をいう。 

注９） 「設備士等」とは、建築設備士の資格を取得後に５年以上の実務経験を有する者又は設備設計一級建築士の

資格を有する者をいう。 

注１０）主任技術者を配置する場合においては、担当技術者に資格取得後の実務経験年数を求めないことができる。 

注１１）単独参加者とＪＶを結成した者による混合参加の場合は、重複参加は認めない。 

注１２）設備工事においては、管理技術者の資格要件を設備士等とすることができる。 

注１３）設備工事の設計業務においては、事案毎の業務内容に応じて要件を定めることができる。 

注１４）業務 E における構成員のうち、１者は３５点以上５５点未満の者とすることができる。 

 

第３章 測量業務  
３－１ 参加要件 
  略 
 
（１） 業務区分表（表３－１） 

業務区分 業 務 内 容 

業務① 一般的な測量業務で予定価格が６百万円未満のもの 

業務② 〃    予定価格が６百万円以上１千万円未満のもの 

業務③ 〃    予定価格が１千万円以上１千３百万円未満のもの 

業務④ 〃    予定価格が１千３百万円以上３千万円未満のもの 

業務⑤ 〃    予定価格が３千万円以上のもの 

業務⑥ 空中写真測量等特殊な技術を要する測量業務 

注１） 一般的な測量業務とは、測量仕様書に規定する基準点測量、水準測量、平板測量、路線測量、河川測量及び用

地測量並びにこれらに類する業務をいう。 

注２） 特殊な技術を要する測量業務とは、測量仕様書に規定する空中写真測量及び数値地形測量並びにこれらに類す

る業務をいう。（主たる業務が無人航空機に登載する測量機器を用いた測量業務（UAV 測量）を除く） 

 
（２） 略 
 
第４章～第６章 略 
 
附 則 
１ この改正は、令和８年２月１日から施行する。 
２ 改正後の規定は、令和８年２月１日以降に入札公告を行う業務に適用する。 
 
 
 
 

士の資格を有する者をいう。 

注９） 「設備士等」とは、建築設備士の資格を取得後に５年以上の実務経験を有する者又は設備設計一級建築士の

資格を有する者をいう。 

注１０）主任技術者を配置する場合においては、担当技術者に資格取得後の実務経験年数を求めないことができる。 

注１１）単独参加者とＪＶを結成した者による混合参加の場合は、重複参加は認めない。 

注１２）設備工事においては、管理技術者の資格要件を設備士等とすることができる。 

注１３）設備工事の設計業務においては、事案毎の業務内容に応じて要件を定めることができる。 

注１４）業務 E における構成員のうち、１者は３５点以上５５点未満の者とすることができる。 

 

第３章 測量業務  
３－１ 参加要件 
  略 
 
（１）業務区分表（表３－１） 

業務区分 業 務 内 容 

業務① 一般的な測量業務で予定価格が３百万円未満のもの 

業務② 〃    予定価格が３百万円以上７百万円未満のもの 

業務③ 〃    予定価格が７百万円以上１千万円未満のもの 

業務④ 〃    予定価格が１千万円以上３千万円未満のもの 

業務⑤ 〃    予定価格が３千万円以上のもの 

業務⑥ 空中写真測量等特殊な技術を要する測量業務 

注１）一般的な測量業務とは、測量仕様書に規定する基準点測量、水準測量、平板測量、路線測量、河川測量及び用

地測量並びにこれらに類する業務をいう。 

注２）特殊な技術を要する測量業務とは、測量仕様書に規定する空中写真測量及び数値地形測量並びにこれらに類す

る業務をいう。（主たる業務が無人航空機に登載する測量機器を用いた測量業務（UAV 測量）を除く） 

 
（２）略 
 
第４章～第６章 略 
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